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令和４年（行ウ）第２２号 公金支出差止請求事件（住民訴訟） 
原告  江本 浩二外 
被告  沼津市長 賴重秀一 
 

 証拠説明書（２） 
                         令和５年３月１５日 

静岡地方裁判所民事第２部合議Ｃ係 御中 
 
                原告ら訴訟代理人弁護士 佐 竹 俊 之 
                    同   弁護士 石 井 光 太 
                    同   弁護士 近 藤 麻 衣 
 

号証 
標目 

（原本・写しの別） 

作成 

年月日 
作成者 立証趣旨 

甲４ 

沼津市新中間処理施設整

備基本計画（抜粋） 

（写し） 

平成２７年

７月 
沼津市 

本件新中間処理施設の具

体的な内容等。 

甲５  

沼津市新中間処理施設整

備基本設計（抜粋） 

   （写し） 

令和４年３

月 
沼津市 

本件新中間処理施設の対

象地が、覚書で将来建設

しないとされた１の洞を

対象とするものであるこ

と、本件新中間処理施設

の総事業費が約２３０億

円であること等。 

甲６ 

沼津市新中間処理施設整

備に係る生活環境影響調

査書（抜粋） 

   （写し） 

令和４年３

月 
沼津市 

本件新中間処理施設の対

象地が、覚書で将来建設

しないとされた１の洞を

対象とするものであるこ

と等 
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甲７の

１ 

航空写真 

（写し） 

令和５年３

月１０日 

Google

（赤線は

原告ら代

理人） 

新中間処理施設建設予定

地である香貫山周辺の航

空写真。 

甲７の

２ 

航空写真 

（写し） 

令和５年３

月１０日 

Yahoo（赤

線は原告

ら代理

人） 

沼津市全体の航空写真。

新中間処理施設建設予定

地の所在地の位置関係。 

甲８ 

沼津朝日新聞２０１３年

１１月６日付（抜粋） 

（写し） 

平成２５年

１１月６日 

沼津朝日

新聞社 

本件覚書締結に至る経

緯。現焼却場の前に２の

洞で稼働していた旧焼却

場から排出される悪臭や

臭気が清水町外原区民を

苦しめていたことから、

同区の住民らは１の洞～

３の洞に将来焼却場を建

設しないことを求め、こ

れが合意されたこと等。 

甲９ 

沼津住民運動の歩み（抜

粋） 

（写し） 

昭和５４年

３月２０日 

宮本憲

一、藤根

井和夫 

 同上 

甲１０ 

外原２０周年記念冊子 

（抜粋） 

（写し） 

昭和６３年

４月 

清水町外

原区 

外原区闘争委員会結成の

経緯や反対運動活動の具

体的内容、覚書締結の経

緯ついて等。 

甲１１ 

「清掃工場」建設反対に

関する申入書 

  （写し） 

昭和４９年

２月２５日 

清水町外

原区長、

清水町外

原区闘争

清水町外原区と同区闘争

委員会が沼津市長宛に、

当時２の洞に存在した旧

焼却場により公害を受け

ていることを訴え、３の
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委員会委

員長 

洞に焼却場を建設する計

画に対し、撤回を求めた

こと等。 

甲１２ 

沼津市３の洞焼却場建設

同意にかかる要求（骨子）

書 

（写し） 

昭和４９年

１１月１１

日 

清水町外

原区長、

清水町外

原区闘争

委員会委

員長 

清水町外原区と同区闘争

委員会が沼津市長宛に、

沼津市との協議の結果を

踏まえて、３の洞に新焼

却場の建設を認めるため

の条件を具体的に示し、

焼却場の環境規制の要望

とともに、３の洞の新焼

却場は緊急処置と理解

し、昭和５８年以降は建

設予定の別の焼却場との

併存は認めず撤去するこ

とを求めたこと等。 

甲１３ 
   回答書 

（写し） 

昭和４９年

１１月１３

日 

沼津市長

井手敏彦 

甲第１１号証の要求書に

対する回答。旧焼却場に

よる公害で外原区住民ら

に被害を及ぼしたことに

ついての謝罪のほか、新

焼却場の環境基準の提

示、２の洞、３の洞の跡

地は自然公園にする旨示

したこと等。 

甲１４ 

沼津朝日新聞２０１５年

８月２日付（抜粋） 

（写し） 

平成２７年

８月２日 

沼津朝日

新聞社 

新中間処理施設建設予定

地の１の洞を含む香貫山

の山裾は特殊な地形であ

り、焼却場の排煙は外原

地区に高い濃度のまま下

りてくることになり、ま

た近くを流れる狩野川に

より上昇気流が起きにく
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く排煙が拡散希釈されな

いこと等。 

甲１５ 

清掃プラントの課題と計

画 

（写し） 

平成２０年 沼津市 

沼津市が新中間処理施設

の建設対象地を１の洞に

した根拠となる資料。 

甲１６

の１ 

沼津朝日新聞２０１３年

８月１０日付（抜粋） 

（写し） 

平成２５年

８月１０日 

沼津朝日

新聞社 

新中間処理施設の建設対

象地が覚書に反するもの

だけではなく、他の候補

地と同様に建設に消極的

な要素がある土地である

にも関わらず、具体的説

明がないまま対象地を変

更しないと沼津市が説明

していること等。 

甲１６

の２ 

沼津朝日新聞２０１３年

１０月３１日付（抜粋） 

（写し） 

平成２５年

１０月３１

日 

沼津朝日

新聞社 
  同上。 

甲１７ 
会議報告書 

（写し） 

平成２６年

４月１０日 
沼津市 

沼津市が環境省に新中間

処理施設建設のための助

成金を求めていたが、環

境省は、本件覚書の存在

や焼却場に適さない土地

であるという懸念の状況

が掴めない中で助成金交

付を保留せざるを得ない

と沼津市に回答したこと

等。 
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甲１８ 
沼津市職員措置請求書 

（写し） 

令和４年５

月３０日 
原告ら 

令和４年５月３０日に、

原告らが沼津市に対し

て、本件予算について監

査請求を申し立てたこと

等。 

 


